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必ず、署名又は
押印をお願いします。

交付決定通知書の送付先とな
りますので、確実に郵便物が
届く住所を記入してください。

電子処方箋管理サービスの使用が
可能となった日を記載ください。

①基本機能部分（従前補助）
②追記機能部分（既に基本機能を導入済の施設）
③基本機能と追加機能の同時導入
　※社会保険診療報酬支払基金（以下「基金」と
　　いう）に申請した内容と同じものを選択
　※①基本機能部分で県に申請した後、②の追加
　　機能部分を導入し、基金の交付決定を受けた
　　場合は、②についても別途、県に申請が可能

「寄付金等チェック欄」に〇
を記入された方には、後日、
控除すべき寄付金等の額を
確認し、上記の申請額と控
除した額とを比較して少な
い方の額を交付額とします。

Excel表の場合、事業費欄を入力すると、自動で
申請額が算出されます。
※Excel表は、下記の
　ホームページから
　ダウンロードできます。

記入例

https://www.pref.
fukuoka.lg.jp/contents/
denshishohousen.html 二次元コード



申請区分①基本機能のみ（要綱4条(1)）で申請する場合
・「電子処方箋管理サービスの導入に必要となる端末の購入等に係る補助
金交付決定通知書」（写し）又は
・「電子処方箋管理サービスの導入に必要となる端末の購入等に係る補助
金交付決定通知書（初期導入のみ）」（写し）

申請区分②追加機能のみ（要綱4条(2)）で申請する場合
・「電子処方箋管理サービスの新機能の導入に必要となるシステム改修等に
係る助成金交付決定通知書」（写し）

申請区分③基本機能と追加機能の同時導入（要綱4条(3)）で申請する場合
・「電子処方箋管理サービスの導入に必要となる端末の購入等に係る補助
金交付決定通知書（初期導入と新機能の同時導入）」（写し）

①国（社会保険診療報酬支払基
金）の電子処方箋管理サービス
に関連する補助金の交付決定を
受けていること。

※追加機能とは
「リフィル処方箋」「口頭同意による重複投薬等チェック
結果の閲覧」「マイナンバーカード署名」「処方箋ID検
索」「調剤結果ID検索」に関する機能。

②電子処方箋管理サービスを導
入し、運用を開始している施設で
あること。

③電子処方箋に関する取組につ
いては、別途、ご案内します。

④補助金の交付決定の際に付さ
れる条件となります。

※補助金交付決定通知書（写し）について


